
税
金
を
納
め
る
方
法

　
平
成
２６
年
度
の
市
税
納
期
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。

　
市
か
ら
お
届
け
す
る
納
税
通
知
書
で
、

定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
、
市
税
取
扱

金
融
機
関
や
市
役
所
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
を
利
用
い
た
だ
く
と
、
納
期

ご
と
に
金
融
機
関
な
ど
へ
出
向
い
て
い
た

だ
く
必
要
も
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
な
く

安
心
で
す
。
一
度
手
続
き
い
た
だ
く
と
、

翌
年
度
以
降
も
継
続
し
て
自
動
振
替
さ
れ

ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
利
用
も
便
利
で
す

　
納
付
書
で
の
お
支
払
い
で
は
、
全
国
の

主
要
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
、
す

べ
て
の
市
税
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
内
だ
け
で
な
く
、
全
国
ど
こ
で
も
、

休
日
、
夜
間
を
問
わ
ず
納
付
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
納
期

限
を
過
ぎ
る
と
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場

合
は
、
市
税
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役

所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

税
金
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は･･･

■
納
税
相
談

　
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
納
期
限
内
に
納
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
早
め
に
税

務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
滞
納
処
分

　
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
財
産
（
不
動
産
、

動
産
、
給
料
、
預
貯
金
、
年
金
な
ど
）
を

差
し
押
さ
え
、
こ
れ
ら
の
財
産
を
公
売
す

る
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

督
促
に
つ
い
て

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
の
納
付
が
な
い
場

合
、
納
期
限
後
２０
日
以
内
に
「
督
促
状
」

を
発
送
し
ま
す
。
督
促
状
１
通
に
つ
い
て
、

本
来
納
付
い
た
だ
く
税
額
と
は
別
に
１
０

０
円
の
督
促
手
数
料
を
納
付
い
た
だ
き
ま

す
。

延
滞
金
に
つ
い
て

■
延
滞
金
と
は･

･
･

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
本
来
納
め
る
べ

き
納
税
額
の
ほ
か
に
、
遅
延
し
た
税
額
お

よ
び
期
間
に
応
じ
た
延
滞
金
も
必
要
と
な

り
ま
す
。

■
計
算
方
法

　
延
滞
金
は

次
の
①
②
を
合
算
し
た
金
額
で
す
。

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か
月
を
経
過
す

る
ま
で
の
期
間
は
、
税
額
に
各
年
の
特

例
基
準
割
合
（
各
年
の
前
々
年
１０
月
か

ら
前
年
９
月
ま
で
に
お
け
る
国
内
銀
行

の
新
規
の
短
期
貸
出
約
定
平
均
金
利
の

平
均
の
割
合
に
、
年
１
％
を
加
算
し
た

割
合
）
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
て

算
出
し
た
金
額
。

※
平
成
２６
年
中
の
割
合
は
、
０
・
９
％

＋
１
％
＋
１
％
で
、
２
・
９
％
で
す
。

②
納
期
限
後
１
か
月
以
上
経
過
し
た
場
合

　
は
、
１
か
月
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か

ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
た
税

額
に
、
延
滞
金
の
割
合
（
①
の
特
例
基
準

割
合
に
年
７
・
３
％
を
加
算
）
で
算
出
し

た
金
額
。

※
平
成
２６
年
中
の
割
合
は
、
０
・
９
％
＋

１
％
＋
７
・
３
％
で
、
９
・
２
％
で

　
す
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課
　
　
４
３
・
０
３
９
８

　
身
体
障
害
者
手
帳
等
（
身
体
障

害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）
を
お
持
ち
の
方
が
使
用
さ

れ
、
次
の
要
件
を
両
方
満
た
す
軽

自
動
車
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動
車

税
が
減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
（
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
の
方
お
ひ
と
り
に
つ
き
１
台
）。

減
免
の
要
件

①
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
、
ま
た
は
身
体
障
害
者
手

帳
等
を
お
持
ち
の
方
と
生
計
を

同
じ
く
さ
れ
る
方
が
所
有
し
て

い
る
こ
と

②
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
を

お
持
ち
の
方
と
生
計
を
同
じ
く

さ
れ
る
方
、
身
体
障
害
者
手
帳

等
を
お
持
ち
の
方
を
常
時
介
護

し
て
い
る
方
の
い
ず
れ
か
が
運

転
し
て
い
る
こ
と

※
常
時
介
護
し
て
い
る
方
が
運

転
し
て
い
る
場
合
は
、
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
方
の
世

帯
が
、
身
体
障
害
者
手
帳
等

を
お
持
ち
の
方
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
ま

　
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類

①
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身

体
障
害
者
等
用
）

②
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

③
自
動
車
検
査
証
の
写
し

④
運
転
免
許
証
の
写
し

⑤
印
鑑

※
①
の
減
免
申
請
書
は
、
税
務
課

に
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

申
請
期
限
　
５
月
２６
日
（月）

そ
の
他

　
普
通
自
動
車
で
減
免
を
受
け
ら

れ
て
い
る
方
は
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
前
年
度
に
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
ら
れ
た
方
で
、
前
年
度
の

申
請
内
容
と
変
更
が
な
い
場
合
は
、

申
請
不
要
で
す
。

軽
自
動
車
等
の
構
造
に

対
す
る
税
の
減
免
に
つ
い
て

　
障
が
い
の
あ
る
方
が
利
用
さ
れ

る
た
め
の
構
造
（
車
い
す
移
動
車
、

身
体
障
が
い
者
輸
送
車
、
入
浴
車

等
）
に
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
、

小
型
自
動
車
等
は
、
ど
な
た
が
所

有
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
申
請

に
よ
り
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

必
要
書
類
　

①
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
構

　
造
減
免
用
）

②
自
動
車
検
査
証
の
写
し

③
構
造
変
更
の
内
容
を
確
認
で
き

る
も
の
（
自
動
車
検
査
証
で
確

認
で
き
る
場
合
は
不
要
で
す
）

④
印
鑑

申
請
期
限
　
５
月
２６
日
（月）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課

　
　
４
３
・
０
３
９
６

　加東市では、家庭から排出される二酸化炭素の抑制と、再生可能
エネルギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムを設
置した方に、費用の一部を補助します。

申込方法　生活課、または市ホームページにあ
る申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類
とともに、生活課へ持参してください。
　※郵送・ＦＡＸ等では申し込めません。
　※委任状があれば、代理申請も可能です。
　※受付は先着順で、予算額に達した時点で終
　　了します。
申込期限　平成２７年２月２７日（金）
そ の 他　補助金の交付対象は、平成２３年４月１日
以降に工事請負契約（売買契約）が締結されたも
ので、申請時において工事が完了し、電力会社と
の電力受給契約が完了している物件に限ります。

軽
自
動
車
税 

減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税 

減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税 

減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

太陽光発電システム設置補助を行います太陽光発電システム設置補助を行います太陽光発電システム設置補助を行います

問い合わせ　市民安全部生活課　　４３－０５０３

　加東市では、家庭から排出される二酸化炭素の抑制と、再生可能
エネルギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムを設
置した方に、費用の一部を補助します。

対 象 者　加東市の住民基本台帳に記録されている
　方で、次の①から③のいずれかに該当する方
①自らが居住する加東市内の住宅（店舗・事務
所と兼用のものを含む）に太陽光発電システ
ムを設置したとき

②加東市内にある太陽光発電システム付き住宅
を購入したとき

③加東市内の土地に太陽光発電システム付き住
宅を新築したとき

　※市税等の滞納者は補助を受けられません。

補助金額（出力1KWあたり）　
　○市内業者と契約した場合　４５，０００円（上限：１５万円）
　○市外業者と契約した場合　３５，０００円（上限：１０万円）
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税税
平
成
26
年
度
 

市
税
納
期
の
お
知
ら
せ

平
成
26
年
度
 

市
税
納
期
の
お
知
ら
せ

は
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

平成26年度  市税の納期限

軽 自 動 車 税

個 人 住 民 税
（市民税･県民税）

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

国民健康保険税

全
６／２（月）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

１期
６／３０（月）

２期
９／１（月）

３期
１０／３１（金）

４期
１２／２５（木）

１期
６／２（月）

２期
７／３１（木）

３期
９／３０（火）

４期
１２／１（月）

１期
７／３１（木）

２期
９／１（月）

３期
９／３０（火）

４期
１０／３１（金）

５期
１２／１（月）

６期
１２／２５（木）

７期
２／２（月）

８期
３／２（月）

２月


